
福井県健康福祉部 長寿福祉課

地域包括ケアG 坪田

日時：令和５年５月１９日（金）9:30～10:15
WEB研修
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平成26年度介護支援専門員研修 全国指導者養成研修資料より
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 主任介護支援専門員の更新制度について、

実質的に５年間の有効期間が確保された。

 主任介護支援専門員更新研修の修了者の介

護支援専門員証は、原則として主任介護支援

専門員更新研修修了証明書の有効期間に置

き換えて交付する。
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 多職種との連携他の介護支援専門員に適切な指
導・助言、さらに事業所における人材育成及び業
務管理を行うことができ、

 地域包括ケアシステムを構築していくために必要
な情報の収集・発信、事業所・職種間の調整を行う
ことにより地域課題を把握し、地域に必要な社会
資源の開発やネットワークの構築など、個別支援
を通じた地域づくりを行うことができる者

主任介護支援専門員研修実施要綱より

介護支援専門員サポート(指導)を実践する人
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主任介護支援専門員には、介護支援専門員に対するスー
パーバイズ、地域包括ケアシステムを実現するために必要な
情報の収集・発信、事業所や職種間の調整といった役割が
求められている。このような役割を果たすことをより一層進め
ることが重要であり、その資質の向上を図っていくことが必要
である。

そのため、主任介護支援専門員が継続的に知識・技術等
の向上に努めているかを確認し、また、自らの実践に足りな
いものを認識し、更なる資質向上を図ることが重要であるとし、
更新制を導入し、更新時において新たに研修を創設すること
とした。

平成29年5月18日付け「介護支援専門員資質向上事業の実施について」の一部改正の概要 より
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 ＯＪＴ（職場内訓練）

 現場で仕事を進めながら、上司や先輩が必要な知

識やスキルを計画的・体系的に部下に教え、身につ

けさせるもの

 ＯＦＦＪＴ（職場外研修）＝法定研修や法定外研修

 職場を離れて社内の担当部署が考案したメニュー

や外部の研修機関が作成したプログラムを受講し、

必要な知識やスキルの習得を図る

 スーパーバイズ

 （福祉や心理の現場では）援助実践者の上司が援

助者実践者を監督する、指導する
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１ 目的

主任介護支援専門員に対して、主任介護支援専

門員研修修了証明書の有効期限の更新時に併せ

て、研修の受講を課すことにより、継続的な資質向

上を図るための定期的な研修受講の機会を確保し、

主任介護支援専門員の役割を果たして行くために

必要な能力の保持・向上を図ることを目的とする。
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４ 実施上の留意点等

（１）主任介護支援専門員としての実践の振り返りと指導及び支援の実践に係る

科目について、アセスメントからニーズを把握する過程及びモニタリングで

の評価に関する知識・技術についての講義・演習を行うに当たっては、別

途通知する「課題整理総括表」及び「評価表」等を活用し行うものとする。

（２）省略

（３）「適切なケアマネジメント手法」とは、ニッポン一億総活躍プラン（平成28年６

月２日閣議決定）を踏まえ厚生労働省の調査研究事業において、要介護

高齢者本人と家族の生活の継続を支えるために、各職域で培われた知見

に基づいて想定される支援を体系化し、その必要性や具体化を検討する

ためのアセスメント・モニタリングの項目を整理したものである。本人が有

する疾患に関係なく高齢者の機能と生理を踏まえた想定される支援内容

を整理した「基本ケア」及び疾患に特有な検討の視点又は可能性が想定さ

れる支援内容を整理した「疾患別ケア」により構成される。
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平成26年度介護支援専門員研修 全国指導者養成研修資料より
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1. 法定研修に係る研修の企画、講師やファシリテーター
の経験がある者

2. 地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定
外の研修等に年４回以上参加した者

3. 日本ケアマネジメント学会が開催する研究大会等にお
いて、演題発表等の経験がある者

4. 日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネ
ジャー

5. 主任介護支援専門員の業務に十分な知識と経験を有
する者であり、都道府県が適当と認める者
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次の1～5までのいずれかに該当するものであって、主任介護支
援専門員研修修了証の有効期間が概ね２年以内に満了する者。



〔指導記録〕

事例概要、相談支援経過、逐語録 等

〔指導事例の個別支援記録一式〕

①フェイスシート

②課題分析標準項目

③課題整理総括表

④居宅サービス計画書（第1表～第4表）※または

施設サービス計画書（第1表～第3表、第5表）※

※居宅または施設サービス計画書は指導前・指導後の両方

⑤評価表 等
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※詳細は今年度の福井県主任介護支援専門員
更新研修実施要綱を確認してください。



《 福井県からのお知らせ 》

５.「主任介護支援専門員更新研修」修了者の介護支援専門員証の更新について

1. 主任介護支援専門員更新研修を修了された方は、原則、現在お持ちの介護支援専門員証の有
効期間を、「主任介護支援専門員更新研修修了証明書の有効期間に置き換えて揃える」ことに
なります。

（スライド16の図①を参照： 「介護支援専門員証」と「主任介護支援専門員」の有効期間を揃える）

2. 主任介護支援専門員更新研修修了証書が到着後、１か月を目途に、介護支援専門員証の更新
手続きをお願いします。

提出書類 ①介護支援専門員証交付申請書（様式第５号）

②写真 （６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身（おおむね胸から上）、無背景のもの）

③手数料 ２，０００円（県証紙または手数料納付システムによる納付）

④主任介護支援専門員更新研修修了証書（写）

⑤介護支援専門員証（原本）

3. 介護支援専門員証の有効期間を、「主任介護支援専門員研修更新研修修了証明書の有効期
間」に揃えないことも可能ですが、 「介護支援専門員証の有効期間に関する申出書」の提出が
必要になります。詳しくは、県長寿福祉課地域包括ケアGにお問合せください。
（スライド16図②を参照： 「介護支援専門員証」と「主任介護支援専門員」の有効期間は異なるの
で、有効期間切れで業務に就けないことがないよう、ご自分で管理が必要）

県長寿福祉課地域包括ケアG 0776-20-0330（直通）
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更新し忘れに
注意！



主任介護支援専門員更新研修を修了した者の介護支援専門員証の有効期間について

主任介護支援専門員更新研修（以下「主任更新研修」という。）を修了した者の介護支援専門員証の有効期間については、主任
更新研修修了証明書の有効期間に置き換えて、両方の有効期間を揃えることを原則とします。

証の更新申請をする場合、介護支援専門員証と主任更新研修修了証明書の有効期間が揃います

介護支援
専門員

主任介護
支援専門員

主任介護
支援専門員

介護支援
専門員

主任更新研修の修了と同時に介護支援専門員証の更新申請手続が可能

放
棄

「介護支援専門員証の有効期間に関する申出書」を提出する場合、介護支援専門員証と主任更新研修修了証明書の有効期間は揃いません

5年

H23
3/31

H28
3/31

R6
11/30

H31
11/30

R11
11/30

主任更新研修の修了と異なる時期に介護支援専門員証の更新申請手続が必要
（更新申請手続を忘れた場合は、介護支援専門員及び主任介護支援専門員としての業務に従事できなくなります。）

平成31年11月30日に主任更新研修を修了し、令和4（平成34年）3月31日に介護支援専門員証の有効期間が満了する方の例

主任更新研修修了日

図
①

図
②

H23
3/31

修了日から5年

R4
3/31

5年 5年

主任更新
研修修了

主任更新
研修修了

5年 5年 5年

修了日から5年 5年

主任更新
研修修了

5年

H28
3/31

R4
3/31

R6
11/30

R11
11/30

主任更新
研修修了
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✎R4.4.1～様式が一部変更

福井県長寿福祉課ホームページ
「４ 介護支援専門員に関する情報」

に掲載

【掲載URL】
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/

※研修を修了しただけで自動
的に有効期間の更新がされ
るわけではありません。

ケアマネ証を更新される方
は、有効期間内に各自手続
きが必要です。

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kourei/


★主任資格：5年間の有効期間
（平成28年度から更新制度が導入）

★主任資格には介護支援専門員証はなく、主任

研修・主任更新研修の修了証書が資格を証明

するもの → 紛失しないこと！！

★主任更新研修の修了により専門員証の更新を行う場合は、

必ず、主任資格と専門員証の双方の有効期間満了日の前に

主任更新研修が修了するようにしてください。

主任介護支援専門員の資格について

※主任介護支援専門員として就労するためには

介護支援専門員証と主任介護支援専門員の

修了証明書が必要
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17R5.2.21 厚生労働省 全国介護支援専門員研修向上会議 資料



18R5.2.21 厚生労働省 全国介護支援専門員研修向上会議 資料
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 「介護支援専門員支援」を実践しましょう

〔介護支援専門員支援に自信がない場合〕

 『福井県介護支援専門員資質向上事業』 を活用
しませんか
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《指定研修実施機関》 

     介護支援専門員実務研修・更新研修（課程Ⅰ、課程Ⅱ）・再研修（未経験者） 

       ⇒福井県社会福祉協議会   

     主任介護支援専門員研修・主任介護支援専門員更新研修 

       ⇒福井県介護支援専門員協会 



 例えば、こんな困りごとがあった時…

 主任介護支援専門員が居宅介護支援事業所等に出向き、以下の内容
で研修を行います。（２時間程度です）

一人暮らしの認知症の方が、近所の
人とトラブルを起こすので、対応に
困っています。

糖尿病の方が食事制限を守れないので
すが、主治医が参加するサービス担当
者会議のすすめ方が不安です。

自立支援のケアプランが作成できて
いるか自信がありません。

給付管理業務の中でわからないことが
あります。居宅のケアマネ等

主任ケアマネ

◎自立支援に資するケアプランの作成指導

◎アセスメントからモニタリングに係る同行演習

◎困難事例の対応に関する助言、事例検討、必要に応じて同行訪問

◎サービス担当者会議や関係機関との連携に係る助言や同行演習

◎給付管理業務に関する助言 等々

ベテラン主任介護支援専門員が、介護支援専門員を支援さ
れる実際を、体験研修できます！
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 福井県介護支援専門員協会

ＴＥＬ ０７７６－６０－１４６６

ＦＡＸ ０７７６－２８－６８７７

 福井県健康福祉部長寿福祉課 地域包括ケアG

ＴＥＬ ０７７６－２０－０３３０

ＦＡＸ ０７７６－２０－０６４２
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